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１ 計画策定にあたって 
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1.１ 
計画策定の

背景 

公益財団法人練馬区文化振興協会（以下「協会」とい

う。）は、練馬区民（以下「区民」という。）が文化芸術に

触れる機会を提供するとともに、区民の自主的な活動を支

援することにより、区民文化の向上および振興を図り、豊か

な区民文化の創造、多様な文化の発展に寄与することを目

的として、練馬区（以下「区」という。）により、昭和57年に

設立されました。 

これまで、協会では協会事業のあるべき姿と方向性を示す

「行動計画（アクションプラン）（平成27年７月策定）

（以下「行動計画」という。）」を策定し、設立目的の実現

に向け、区の文化芸術施策と密接に連携し、事業を展開し

てきました。 

協会は、現在、練馬文化センター、大泉学園ホール、美術館

および石神井公園ふるさと文化館の指定管理を受け、各施

設の運営を行っています。 

指定管理者として、協会の人的・財政的規模は拡大し、文

化芸術事業を幅広く提供する組織へと大きく変貌を遂げま

した。 

現在、区においては、「外郭団体のあり方について」を区政改

革の取組項目の一つに定め、外郭団体の役割の明確化、

団体の定める規程や事業の見直しを行っています。 

こうした協会を取り巻く環境が大きく変化していくなか、今後

の協会の目指す将来像や協会運営の基本姿勢等を明らか

にするため、「公益財団法人練馬区文化振興協会経営計

画（以下「経営計画」という。）」を策定します。 

1.２ 
計画の性格 

経営計画では、協会の目指す将来像、協会運営の基本姿

勢、事業展開の視点、各指定管理施設および事務局（協

会本部）における取組の視点と方向性、計画期間における

重点取組等を明らかにし、区が求める「経営計画」として策

定します。 

また、経営計画は協会が運営する各施設の次期指定管理

の指定を想定した期間（令和３～７年度）の事業計画

等も包含したものとします。 
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1.３ 
計画体系・ 

 計画期間 

経営計画は、区の「グランドデザイン構想」および「第２次み

どりの風吹くまちビジョン」との整合を図るとともに、区の文化

芸術施策と連携・補完関係にあるものとします。 

また、「区政改革計画」における外郭団体の見直しに係る協

会としての取組を明らかにするものとして策定します。 

計画期間は基本計画が５年間（令和２～６年度）、年

度別計画は３年間（令和２～４年度）とします。 

なお、中間年度となる令和４年度に基本計画の見直しおよ

び年度別計画の後半年度（令和５～６年度）の計画を

策定します。 

 

グランドデザイン構想 
（平成30年6月） 

第2次みどりの風吹くまちビジョン 

文化芸術施策 

区政改革計画（平成28年10月） 

行動計画 

（アクションプラン） 
（平成27年7月  

  協会策定） 

改 編 

経営計画策定の要請 

連携・補完 

基本計画（平成31年3月） 

アクションプラン（平成31年3月） 

外郭団体見直し方針 
(平成29年12月) 

公益財団法人練馬区文化振興協会経営計画    

基本計画 (令和２～６年度) 

年度別計画（令和２～４年度） 

中間年となる令和４年度に 

見直し 

区計画 
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２ 協会の目指す将来像 
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2.１ 
協会の 

目指す将来像 

区との密接な連携のもと、 

文化芸術施策の一翼を担い、 

公益財団法人ならではの 

柔軟性・専門性・公共性を 

生かした事業を展開 

区の外郭団体としての一貫性や 

継続性の強みを発揮しながら、 

区に居住する音楽家や芸術家、 

区民の多彩な文化活動などと 

つながり、連携、協働して魅力的 

な文化芸術事業を展開 

区の外郭団体は、区政を担うパートナーとして行政を 

補完・代替する役割を果たし、公共性・公益性の高い 

事業を担うことが求められています。 

協会は、外郭団体として区との密接な連携のもと、 

区の文化芸術施策の一翼を担い、着実に実行して 

いく使命があります。 

加えて、公益財団法人ならではの柔軟性・専門性・ 

公共性を生かして事業を展開できる強みがあります。 

協会は、昭和57年の設立以来、37年間に及ぶ 

事業実績を有する文化芸術振興団体として、分野 

の異なる４つの施設を一体的に管理運営するメリット 

を発揮した活動を充実していくことが求められています。 

これまでに蓄えられた人的ネットワークや事業運営の 

ノウハウを生かしつつ、新たなネットワークを構築しな 

がら、多彩な音楽家、芸術家、文化活動団体および 

地域と連携・協働し、区民に魅力的な文化芸術 

事業を提供していきます。 
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３ 協会運営の基本姿勢 
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3.１ 
協会運営の 

基本姿勢 

１ 
区政を担うパートナーとして、行政を補

完・代替する役割を果たし、区の文化芸術

施策と連携・協力し、区政に貢献する。 

 

２ 
収益事業の実施や外部資金の獲得などの自

主財源の確保に努め、事業活動に再投資し、

活動の幅を広げる。 

協会は「みどりの風吹くまちビジョン」をはじめとする

区の計画や施策を踏まえ、区と密接に連携して各

種事業を企画・実施し、区の文化行政とともに歩

んでいきます。 

新たに収益事業を実施するほか、助成金等の外

部資金の獲得など事業活動に再投資するための

財源確保に努め、活動の幅を広げていきます。 

各施設は協会活動の具体的事業展開の現場で

す。それぞれの設置目的に基づき、各分野の文化

振興の担い手として、魅力ある独創的な企画事業

を提供し、円滑な施設運営を行い、効果的・効率

的に事業を実施できるように、組織・人員体制を再

編します。 

新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえ、 

危機管理対策を適切に講じるとともに、「新しい生

活様式」などの社会情勢に対応した事業の展開な

ど、本計画についても的確に見直していきます。 

事務局（協会本部）は、協会が管理運営する施

設をつなぐ「法人の要」として、各施設が持てる力量

を存分に発揮できるように、必要な調整を行い、支

援していきます。あわせて、適切なガバナンスの維持、

コンプライアンスの確保、透明性のある財務管理な

ど区の外郭団体として、公益財団法人として健全

な運営を図ります。 

３ 
各施設が魅力ある事業展開と円滑な施設運

営を行い、効果的・効率的に事業を実施で

きるよう組織・人員体制を再編する。 

 

４ 
新型コロナウイルス感染症対策の危機管理

対策をはじめ、事業展開など刻々と変化す

る社会情勢に的確に対応していく。 

５ 
事務局（協会本部）は各施設をつなぐ「法

人の要」として、各施設がその持てる力量

を存分に発揮できるよう調整、支援し、協

会全体の経営を統括する。 
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４ 事業展開の視点 
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4.１ 
事業展開の 

視点 

 

視点１ 
都心に行かずとも区民が質の 

高い文化芸術を享受できる 
 

視点２ 
身近な場所で区民が様々な 

文化芸術に触れることができる 

現在、協会は練馬文化センターなどの区立文化施設

の指定管理事業だけでなく、区の文化芸術振興 

事業の担い手として、区内全域で事業を展開していま

す。 

事業実施にあたっては、区が「グランドデザイン構想」 

や「第２次みどりの風吹くまちビジョン」で掲げる文化 

芸術施策の理念に基づき、都心に行かずとも身近 

な場所でクラシック音楽や伝統文化、歴史、美術、 

映像などの質の高い文化芸術を区民に提供する 

機会を創出していきます。 

公益財団法人としての高い公益性と信頼性を武器 

に、様々な主体と連携し、独創的・先進的なイベント

を通じた文化芸術を発信していきます。 

身近な場所で区民が様々な文化芸術に触れられる 

ようアウトリーチ事業にも積極的に取り組んでいく 

とともに、国籍、障害、年齢などに関わらず、誰もが 

文化芸術を楽しみ、参加できる環境づくりに先駆的に

取り組んでいきます。 

また、４つの施設を一体的に運営する指定管理者 

としてのメリットを生かし、各施設の潜在力の発揮と 

相乗効果によって、４つの施設の総合力をさらに 

高め、施設単館では成し得ない分野横断的で多彩 

な事業を提供していきます。 

 

視点３ 
誰もが文化芸術を楽しみ、 

参加することができる 
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５ 取組の視点と方向性 
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5.１ 
練馬文化センター 

 ／大泉学園ホール 

取組の視点と方向性 
 

区の提唱する音楽・伝統文化・映像∞文化の

３本の柱の事業を強化し、練馬ならではの地

域性や独自性を有した公演を開催し、区の文

化芸術施策を効果的・効率的に実現していき

ます。 

改修工事に伴う休館の期間中の事業展開

（代替事業）の検討および職員の専門性や

能力向上に向けた取組を実施していきます。利

用者に対しては、区と連携を密にし、利用者へ

の影響を最小限に抑えるよう対応していきます。 

 

現状・課題 
 

「グランドデザイン構想」等の区の文化芸術施策の

体系に沿った事業体系への再構築（事業見直

し）が必要となっています。 

区が令和４年度から実施を予定している練馬文化

センターホールの天井の改修および音響等設備の更

新工事について、休館期間中の運営体制の検討

や利用者への対応を実施していく必要があります。 

協会は、平成28年度から練馬区立練馬文化セン

ターおよび練馬区立大泉学園ホール（以下「練馬

文化センター等」という。）の指定管理者として運営

を行っています。 

練馬文化センター等は、文化発信の拠点として、音

楽および舞台公演を中心に、区民が文化芸術に触

れる機会と、区民の自主的な文化活動および交流

の場を提供しています。 

今後５年間の取組 
 

区民に都心に行かずとも質の高い音楽に触れ

られる機会を提供するため、練馬文化センター

において、質の高いクラシックコンサートを実施

していきます。 

区内各所に拠点を設置し、多くの区民が身

近で気軽に楽しめる音楽事業（アウトリーチ

事業）を実施していきます。 

区ゆかりの能楽師等による能・狂言公演を定

期的に実施するほか、小学生を対象とした

能・狂言体験事業を実施していきます。 

区民や区内演奏家、登録文化団体等への

支援を継続して実施していきます。 
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区が策定を予定している（仮称）「映像∞文化のまち構想」

に基づく様々な取組に対して、館としての取組を検討していき

ます。 

改修工事に伴う休館に対して、利用者への周知を徹底すると

ともに、質の高い文化芸術に触れる機会が失われないように

休館期間中も文化芸術事業を継続して実施していきます。

休館中の施設運営体制についても、区（および再委託事業

者）と連携を密にし、効率的な運営体制を整えていきます。 
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5.２ 
美術館 

 

取組の視点と方向性 
 

再整備基本構想の策定にあたり、指定管理

者として策定業務に参画していきます。 

再整備基本構想の実現に向け、組織・人員

体制の強化・再編を実施するほか、再整備基

本構想を踏まえたコレクションの収集・保管・展

示等の準備を進め、館運営の再構築を図って

いきます。 

 

現状・課題 
 

令和２年度に区が策定を予定している「練馬区立

美術館再整備基本構想」（以下「再整備基本構

想」という。）の実現に向けた準備を行っていく必要

があります。 

 

協会は、平成27年度から練馬区立美術館（以下

「美術館」という。）の指定管理者として運営

しています。 

美術館は、日本の近現代美術を中心としながら、

浮世絵や西洋絵画、ガラス工芸、現代アートなどの

新たな視点も加え、斬新な切り口・視点での展覧

会を開催し、マスコミや美術ファンから一定の評価を

得ています。 

子ども向けの鑑賞プログラムなど美術館ならではの

個性的で魅力あるワークショップやイベントなどの教

育普及事業も実施しています。 

今後５年間の取組 
 

再整備基本構想を見据え、組織改正や収蔵

コレクションの整理（アーカイブの拡充）を実施

していきます。 

区が策定を予定している（仮称）「映像∞文

化のまち構想」に基づく様々な取組に対して、

美術館としての取組を検討していきます。 

SNS媒体を活用した広報を積極的に展開し、

集客力向上を図っていきます。 

再整備までの間、来館者が快適な環境で展

覧会を鑑賞できるように、予防的・計画的な修

繕を行っていきます。 

14



5.３ 
石神井公園 

ふるさと 

文化館 

取組の視点と方向性 
 

これまでの展覧会等の事業実績を検証・評価した 

うえで、今後の事業展開を検討していきます。 

職員の能力向上に向けた取組を実施していきます。 

常設展示の内容や展示方法を検証したうえで、見直

しをしていきます。 

 

現状・課題 
 

石神井公園ふるさと文化館では、平成22年の開 

館から10年が経過し、これまでの実績を踏まえた 

更なる企画力の向上が求められています。 

常設展示についても、施設の経年劣化や研究 

内容の進展などの状況を踏まえ、展示内容や 

展示方法のリニューアルが必要となっています。 

 

協会は、平成26年度から練馬区立石神井公園 

ふるさと文化館（以下「石神井公園ふるさと文化

館」という。）の指定管理者として運営しています。 

石神井公園ふるさと文化館は、区の歴史や伝統 

文化、自然等について、体験しながら楽しく学ぶ 

ことができる博物館として、話題性のある展覧会や 

講座のほか、子ども向けの夏休みイベントを実施 

しています。 

今後５年間の取組 
 

他の博物館等との交流を積極的に行い、事業

連携などに取り組むほか、特別展示についても、

購入や共催等の手法も取り入れることで、魅

力的な展覧会を実施していきます。 

区が策定を予定している（仮称）「映像∞文

化のまち構想」に基づく様々な取組に対して、

石神井公園ふるさと文化館が収蔵するアニメ

関連の収蔵品を活用していきます。 

石神井公園ふるさと文化館分室を含めた一体

的な運営体制を整備しつつ、収蔵品を活用し

た展示の充実を図るとともに、常設展示のリ

ニューアルを行っていきます。 

15



5.４ 
事務局 

（協会本部） 

取組の視点と方向性 
 

各施設との調整、支援体制の強化に向けた 

事務局（協会本部）の体制の見直しや各施

設との調整・支援機能を強化する取組を実施

していきます。 

 

現状・課題 
 

協会が管理運営する各施設との調整、支援体制

の更なる強化を図っていく必要があります。 

新規の事業や取組に対応できる事務執行スペース

を確保していく必要があります。 

今後５年間の取組 
 

経営、調整、支援の３つを基本的な役割とし

て、取組を実施していきます。 

新規の事業や取組に対応できるよう事務執行

スペースを移転します。 

協会が区の外郭団体および公益財団法人として 

健全な運営を行えるよう、事務局（協会本部）が 

一括して法人管理を行います。 

総務や人事、財務等も統括することで、効率性を 

高めていきます。 

 例）法人管理、経営管理、人事、財務、 

        情報セキュリティ、危機管理 等 

区と各施設、各施設間の調整を図り、協会全体の 

事業や組織のあり方などの中長期的な展望を描き 

ます。その展望に基づき各施設が戦略的に事業展開 

することを促す一方で、協会が一体的に施設を運営 

するメリットを発揮するため、施設間の連携事業の 

企画を調整し、相乗効果を最大化していきます。 

あわせて、効果的な広報を展開します。 

区によるモニタリング、利用者アンケート等の客観的 

な視点・評価を踏まえ、定期的な事業の見直しや 

業務改善に取り組みます。 

 例）経営計画の策定、新規事業・ 

   連携事業・共通広報の企画立案 等 

質の高い事業を展開していくため、協会全体での 

事業の水準、サービスの質の向上を図る取組を 

実施していきます。 

そのため、協会が４つの施設を管理運営している 

スケールメリットを生かした人的、財政的なバックアップ 

体制を構築するほか、専門知識を有する外部人材を 

配置するなど、各施設がそれぞれの個性や特性を生か 

した施設運営に注力できるように支援していきます。 

例）ニーズ把握、各館対応支援、 

       ノウハウ共有、外部人材の配置 等 

 

1 経営

2 調整

3 支援
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事務局（協会本部） 

重点取組 

自主財源で行う事業実施の 

ための基盤づくり 

自主財源で行う事業実施のための 

基盤づくりとして、収益事業等会計の 

導入や外部資金の獲得などに努めて 

いきます。 

組織体制等の見直し 

経営会議の構成員や仕組みを見直し、 

権限を強化していくほか、事務局（協会本部）

体制についても見直していきます。 

組織体制を見直し、情報セキュリティ事故等の 

有事の際に対応できる人員体制を構築します。 

各分野の専門人材を活用し、組織運営力を 

強化していきます。 

区の人事給与制度に倣い、頑張った人が 

報われるメリハリのある人事・給与制度 

を構築していきます。 

人材育成方針・計画を策定し、研修制度の充実

を図り、人材育成や研修を実施していきます。 

長期的視野に立った人材育成により、固有職員

から管理監督者を登用していきます。 

区の基準等を踏まえた財務・経理規程の 

見直しを行います。 

 

 

事業連携に対する意識の 

醸成と事業の充実 

各施設の特性を生かした連携事業の 

企画立案・コーディネート手法を構築し、 

各施設職員の事業連携に対する意識の醸成 

を図り、事業内容を充実させていきます。 

共通テーマによる連携のほか、相互広報や 

観覧料相互割引など多様な手法により、 

事業連携の効果を高めていきます。 

公演および展覧会事業の戦略的 

広報と発信 

公演や展覧会事業の実施においては、広報の専門

家を配置または活用し、戦略的な広報を展開するた

めの相談体制を構築します。 

ユニバーサルデザインの展開 

各施設における事業において、専門家等の意見を 

踏まえつつ、ユニバーサルデザインに積極的に取り組 

んでいきます。 

職員の事業企画力の強化 

および専門性の向上 

（仮称）「総合企画戦略チーム」を設置し、その戦略

のもと、専門知識を有する外部人材を配置または活

用し、相談体制を構築します。 
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６ 年度別計画 

 令和２年度～４年度 

（2020年～2022年） 
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５か年の取組内容 

 著名なオーケストラ・演奏家によるクラシック 

    コンサートを練馬文化センターで定期的に実施 

 する。 

年度別 

計画 
 

計画期間において重点的に 

取り組む内容 

指標 

  アンケートにおける来場者の満足度 

 （「とても良い」「良い」の合計割合） 

 

 

指標の採用理由 

 事業の魅力や質に対する評価が来場者 

 の満足度によって測れるため。 

 

実現方法 

 誰もが知るオーケストラや演奏家による 

 クラシックコンサート等の実施により、身近な 

   場所で質の高い演奏が聴ける機会を区民に 

   提供し、来場者の満足度を測る。 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

 

２年度 

 

３年度 

 

４年度 

練馬文化センター 

大泉学園ホール 

質の高いクラシックコンサートの実施 

クラシックコンサート 

事業における 

満足度 

94.2% 92.6% 95.0% 95.0% 95.0% 

6.１ 
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５か年の取組内容 

 区内各所に拠点を設け、区民に身近な場所で 

 気軽に音楽に触れられる機会を提供する。 

 ユニバーサルデザインに積極的に取り組み、事業 

 にUDトーク等のICTを活用する。 

指標 

 拠点の箇所数 

 

指標の採用理由 

 拠点化により、区民に効果的・安定的に 

 音楽に触れる機会を提供するため。 

 

 

実現方法 

 区民に効果的に音楽を提供できる場所を 

 区内の地域ごとに拠点化しながら、事業を 

 展開する。 

 

 
平成 

30年度 

令和 

元年度 

 

２年度 

 

３年度 

 

４年度 

５か年の取組内容 

 「能と狂言シリーズ」（新規）、「万作・萬斎狂 

 言の会」、狂言師派遣事業、 能楽師派遣事業 

 （新規）を実施する。 

指標 

 年間実施回数 

 

 

指標の採用理由 

 定期的な開催およびより多くの機会の提供を 

    事業目的としているため。 

 

 
実現方法 

 区主催「練馬薪能」との広報連携により、 

    能・狂言公演の定着を図る。 

 能楽師派遣事業の新規実施・募集校数拡大 

 により、子どもが体験する機会の拡充に取り組む。 

 

 

能・狂言公演の定期的な実施、子どもが能・狂言を体験する機会の提供 

音楽を誰もが身近に楽しめる取組 

 拠点の箇所数 0カ所 0カ所 ０カ所 ２カ所 １カ所 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

 

２年度 

 

３年度 

 

４年度 

万作・萬斎狂言の会の 

公演数 

狂言師派遣事業・能楽師 

派遣事業の学校数 

年１公演 年１公演 年１公演 年２公演 年２公演 

８校 ８校 ８校 10校 10校 
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５か年の取組内容 

 区民等に対して、幅広い分野の公演事業の機会 

 を提供するため、施設の稼働率を向上する。 

 

指標 

 練馬文化センター（大ホール・小ホール） 

 および大泉学園ホールの稼働率 

指標の採用理由 

 稼働率の向上が区民等が文化芸術を享受 

 する機会の向上にも繋がるため。 

 

 

実現方法 

 稼働率を向上させるため、抽選会以降も事業 

 者等に対して積極的な利用促進を図る。 

 

 
平成 

30年度 

令和 

元年度 

 

２年度 

 

３年度 

 

４年度 

ホール利用の促進 

練馬文化センター 

大ホール稼働率 
77.0% 71.0% 77.0% 78.0% 78.0% 

練馬文化センター 

小ホール稼働率 
83.0% 77.0% 83.0% 84.0% 84.0% 

大泉学園ホール 

稼働率 
96.0% 88.0% 93.0% 93.0% 93.0% 
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５か年の取組内容 

 充実した展覧会と効果的な広報活動を実施する 

    ことで来館者数の増加につなげる。 

 

 

 

年度別 

計画 
 

計画期間において重点的に 

取り組む内容 

指標 

 来館者数 

指標の採用理由 

 展覧会事業と広報活動を評価する最も客観的な 

 数値であるため。 

 

実現方法 

 個性的で魅力ある展覧会を企画するとともに、 

 多様な広報媒体を活用してタイムリーかつターゲット 

 を絞った効果的な広報活動を行い、来館者数を 

 増加させる。 

 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

 

２年度 

 

３年度 

 

４年度 

美術館 

美術館の認知度の向上および来館者数増に向けた取組 

来館者数 102,592人 115,000人 110,000人 110,000人 

6.２ 

104,016人 

※ 令和2年度は35周年イベントのため、他年度の目標値に5,000人上乗せ 

    令和4年度の展覧会は未定のため、目標値は横並びとしている 
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５か年の取組内容 

  美術館活動の質を高めるため、収蔵コレクションを 

  整理し、活用する。 

 

 

指標 

 収蔵コレクションの整理、収蔵コレクションを活用 

 した展覧会の開催 

指標の採用理由 

 収蔵コレクションを整理するにあたっては、美術館 

    再整備後の美術館運営の方針等と整合をとる 

    必要がある。 

 

実現方法 

 再整備基本構想等に基づき、近現代アートを 

 中心にコレクションを整理、充実させる。 

 収蔵品を活用した展覧会を開催する。 

 

 

 
平成 

30年度 

令和 

元年度 

 

２年度 

 

３年度 

 

４年度 

収蔵コレクションの整理・活用 

収蔵コレクションの 

整理 

ー 調査 検討 検討 

収蔵コレクションを 

活用した展覧会の開催 

ー 

２回 ２回 ２回 ２回 ２回 
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５か年の取組内容 

 展覧会、各種事業の内容を充実し、魅力をアップ 

  し、満足度を高める。 

 広報を拡大し、館の周知度を高め、来館者数の増 

    につなげる。 

年度別 

計画 
 

計画期間において重点的に 

取り組む内容 

指標 

 来館者数（分室除く）、来館者満足度 

指標の採用理由 

 来館者数が館の認知度の向上や事業の評価 

    に影響するため 

 

実現方法 

 展覧会を始めとした各種事業の内容を充実し、 

    来館者数の増につなげる。 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

 

２年度 

 

３年度 

 

４年度 

石神井公園 

ふるさと文化館 

来館者数増に向けた取組  

来館者数 

（分室除く） 

205,996人 201,137人 206,000人 206,000人 206,000人 

6.３ 

来館者 

満足度 
94.5% 92.4% 95.0% 95.0% 95.0% 
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５か年の取組内容 

 常設展示を更に魅力のあるものにするため、機器、 

    設備の老朽化や研究結果の進展などに対応して  

    内容や手法を改善する。 

 

指標 

 現行展示の検証、リニューアル 

指標の採用理由 

 常設展示のリニューアルを効果のあるものにする 

    には、改善点の洗い出しなどの現行展示の 

    検証、リニューアルの過程が不可欠である。 

 

実現方法 

 現行展示を検証し、有識者やサポーター等の 

    区民の意見を踏まえ、計画案を作成し、展示の   

    リニューアルを実施する。 

 新資料の活用等により、魅力的な展示を展開 

    する。 

 
平成 

30年度 

令和 

元年度 

 

２年度 

 

３年度 

 

４年度 

常設展示室のリニューアル 

常設展示室の 

リニューアル 
ー 

現行展示 

検証 

リニューアル 

計画作成 

リニューアル 

詳細設計作成 

リニューアル 

基本設計作成 
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５か年の取組内容 

   自主財源で行う事業に投資するための財源を 

   確保するため、自動販売機の設置許可による 

   使用料や物販の収益などの外部資金を獲得する。 

 

年度別 

計画 
 

計画期間において重点的に 

取り組む内容 

指標 

 収益事業等会計の導入方法の検討、導入 

 

 

 

指標の採用理由 

 導入による事務内容や収益金額の見積もり、 

   資金の使い方などを検討し、導入する。 

 

 

実現方法 

 協会の企画力を活かした先進的な事業や 

 新たな分野の事業など、幅広い事業を展開 

 することなど目的を明確にし、収益事業等会計 

 の導入を進める。 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

 

２年度 

 

３年度 

 

４年度 

事務局 

（協会本部） 

収益事業等会計の導入 

収益事業等会計の 

導入 ― ― 導入 検討 検討 

6.４ 
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５か年の取組内容 

 各施設間の調整、支援機能、広報機能の強化 

 および（仮称）「映像∞文化まち構想」などの 

  新規事業に対応できるよう事務局体制を見直す。 

 

指標 

 事務局体制の検証・組織再編、 

 専門人材の活用 

指標の採用理由 

 事務局体制の再編には、現行体制の課題の 

 洗い出しなどの見直しをしたうえで、進めていく 

 必要がある。 

 

実現方法 

 専門人材の配置・活用を含め、事務局体制の 

 あり方を検証し、再編を行う。 

 

 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

 

２年度 

 

３年度 

 

４年度 

事務局体制の見直し 

組織再編 

専門人材の活用 ― ― 

組織再編（一部） 

専門人材の活用 

 

専門人材の活用 

 

組織再編 

専門人材の活用 

５か年の取組内容 

 区の人事給与制度に倣い、頑張った人が 

 報われるメリハリのある人事・給与制度（業績 

 評価制度）を構築していく。 

 

指標 

  人事・給与制度の見直し、業績評価制度の構築 

 

 

指標の採用理由 

  実効性のある業績評価制度構築のためには 

  現行の人事・給与制度を検証する必要がある。  

 

 

実現方法 

  現行の人事制度、給与制度を検証しつつ、 

  区と協議しながら、制度の見直しおよび業績 

  評価制度を構築する。 

 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

 

２年度 

 

３年度 

 

４年度 

人事・給与制度の見直し 

― ― 検証 運用 
制度見直し・ 

業績評価制度の構築 

人事・給与制度の見直し 

業績評価制度の構築 
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５か年の取組内容 

  職員個人の能力の向上を目的に、人材育成 

  方針・計画を策定し職員の自覚を促す。 

  係長職など管理監督者職に固有職員を配置 

  する。 

指標 

 人材育成の現状の検証、方針・計画の 

 策定 

指標の採用理由 

 実効性のある方針・計画を策定するためには、 

    現行の人材育成の内容を検証する必要がある。 

 

 

実現方法 

  研修制度など、現行の人材育成の内容を検証 

  したうえで方針・計画を策定する。 

 

 

人材育成方針・計画の策定 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

 

２年度 

 

３年度 

 

４年度 

人材育成方針・計画の 

策定 
― ― 検証 運用 

人材育成方針・ 

計画の策定 

５か年の取組内容 

 各施設における事業において、専門家等の 

 意見を踏まえつつ、ユニバーサルデザインに積極 

 的に取り組んでいく。 

 

 指標 

 現行事業の検証、事業への反映 

指標の採用理由 

  公益財団法人として、先進的にユニバーサル 

  デザインの取組を事業等に取り入れていく必要 

  がある。 

 

 

ユニバーサルデザインの展開 

ユニバーサルデザインの 

事業への反映 
― ― 

事業内容の 

検証 
事業への反映 事業への反映 

実現方法 

 専門家からのアドバイス等を踏まえ、既存事業の 

 検証を行い、今後の事業に反映していく。 

 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

 

２年度 

 

３年度 

 

４年度 
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５か年の取組内容 

 (仮称)「総合企画戦略チーム」を設置し、 

  その戦略のもとで職員の企画力の強化および 

    専門性の向上を図る。 

 

指標 

 （仮称）「総合企画戦略チーム」の設置、外部 

 人材を配置または活用した相談体制の構築   

 

指標の採用理由 

 (仮称) 「総合企画戦略チーム」を設置し、その 

 戦略のもと、専門知識を有する外部人材を配置 

 または活用し、相談体制を構築する。 

 

実現方法 

 (仮称)「総合企画戦略チーム」の戦略のもとで、 

 職員の事業企画力の強化、専門性の向上を 

 進める取組を実施する。 

 

 

 平成 

30年度 

令和 

元年度 

 

２年度 

 

３年度 

 

４年度 

（仮称）「総合企画戦略チーム」の設置、専門知識を有する外部人材の配置 

または活用、相談体制の構築 

（仮称）総合企画 

戦略チームの設置 

相談体制の構築 
― ― 運用 

相談体制の 

構築 

（仮称）総合企画

戦略チームの設置 
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７ 参考資料 
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昭和57年度（1982年度）

昭和58年度（1983年度）

昭和60年度（1985年度）

昭和62年度（1987年度）

平成元年度（1989年度）

平成3年度（1991年度）

平成5年度（1993年度）

平成7年度（1995年度）

平成9年度（1997年度）

平成11年度（1999年度）

平成13年度（2001年度）

平成14年度（2002年度）

平成15年度（2003年度）

平成16年度（2004年度）

平成17年度（2005年度）

平成18年度（2006年度）

平成19年度（2007年度）

平成20年度（2008年度）

平成21年度（2009年度）

平成22年度（2010年度）

平成23年度（2011年度）

平成24年度（2012年度）

平成25年度（2013年度）

平成26年度（2014年度）

平成27年度（2015年度）

平成28年度（2016年度）

平成29年度（2017年度）

平成30年度（2018年度）

令和元年度（2019年度）

令和2年度（2020年度）

令和3年度（2021年度）

令和4年度（2022年度）

令和5年度（2023年度）

令和6年度（2024年度）

令和7年度（2025年度）

財団法人練馬区 

文化振興協会設立 

／管理受託開始 

指定管理（H18～19） 

公益財団法人に移行 

開館 

管理受託 

管理受託 

開館 

指定管理（H28～R2） 

指定管理（H26～30） 

４施設一括指定管理（R3～7） 想定 

指定管理（R1～2） 

開室 

区直営 

開館 

管理受託開始 

開館 

指定管理 
（H27～R1） 

指定管理（R2） 

区直営 

運営体制の 

経緯 

※ 平成20年度から25年度まで、幅広いソフト事業を展開することに特化 

7.１ 
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組織体制 
（令和２年４月１日時点） 7.２ 

大泉学園ホール館長
大泉学園ホール

副館長

石神井公園
ふるさと文化館長

石神井公園
ふるさと文化館副館長

学芸担当係長（１名）

分室（２名）

管理係（５名）

支援事業係（６名）

映像事業係（２名）

大泉学園ホール（４名）

管理係（４名）

学芸係（８名）

公演事業係（５名）

事　務　局
事務局長 練馬文化センター館長

練馬文化センター
副館長

美術館長 美術館副館長

学芸係（４名）

評 議 員 会　（７名）

　理　事　会　（１５名）
庶務係（６名）    理事長１名、副理事長１名、

    常務理事１名、理事１２名

監　事（２名）

事務局次長

広報・企画調整係（３名）

主幹

管理係（４名）
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施設等 常勤 非常勤 計

事務局（協会本部） 18 5 23

練馬文化センター 10 1 11

美術館 10 3 13

石神井公園ふるさと文化館 8 8 16

合計 46 17 63

雇用形態 人数 合計

常勤

正職員 27

46

再就職職員 3

契約職員 5

再雇用職員 1

専任職員 3

非常勤

非常勤職員 6

17
短時間専任職員 3

人材派遣 6

臨時職員 2

区派遣職員 7

業種 人数
※ 業務内容

事務（学芸） 14

・館の統括

・資料の収集・保管・公開および調査、研究に関すること。

・事業の企画および実施に関すること。

職員構成 
（令和２年４月１日時点の現員数） 

7.３ 
各施設等における職員数 

職員の構成 

うち学芸員 

※ ＜内訳＞美術館          ７名（常勤：６名、非常勤：１名） 

      石神井公園ふるさと文化館  ７名（常勤：６名、非常勤：１名） 
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財務状況 
〔平成30年度決算情報（単位：千円）〕 

7.４ 

経常収益内訳 

平成30年度決算では、経常収益の７割にあたる約７億８千万円を練馬区からの委託料（指定

管理料・受託事業費）および補助金として受け入れている。 

それ以外の収益としては、指定管理施設の利用料収益や、指定管理事業および補助金事業とし

て行っている公演事業・展覧会事業等の入場料収入といった事業収益等がある。 

区財政受入額内訳 

経常費用内訳 事業費内訳 

区財政受入額 

786,614 

（71%） 

事業収益 

 95,177 

（9%） 

利用料収益 

209,858 

（19%） 

その他助成金 

受取負担金等 

6,870 

（1%） 

指定管理料 

 643,194 

（82%） 

受託事業費 

 4,726 

 （1%） 

補助金 

 138,694 

（18%） 

事業費 

 1,041,029 

（ 94%） 

管理費 

 68,774, 

（6%） 

ふるさと文化館, 

207,452 

（20%） 

美術館 

222,955 

（21%） 練馬大泉 

515,297 

（49%） 

受託事業 

6,205 

（1%） 

事務局事業 

 89,120 

（9%） 
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7.５ 

＜来館者数＞ 

497,607 
462,327 460,648 

59,007 57,425 53,555 

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

28年度 29年度 30年度 

練馬文化センター 大泉学園ホール 

＜収入内訳（練馬文化センター）＞ 

施設情報 
ー 練馬文化センター／大泉学園ホール 

(人) 

(千円) 

217,560 213,382 199,662 

33,555 50,413 

34,206 

3,816 
6,438 

5,753 

106,798 

183,809 

186,585 

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

500,000

28年度 29年度 30年度 

利用料収入 

諸収入 

入場料収入 

指定管理料 

※ 各年度の入場料収入は練馬文化センターおよび大泉学園ホールの入場料の合計金額 
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7.５ 

＜職員内訳＞ 

施設情報 
ー 練馬文化センター／大泉学園ホール 

常勤, 11 常勤, 11 常勤, 11 

0

2

4

6

8

10

12

28年度 29年度 30年度 

常勤 

(人) 

＜収入内訳（大泉学園ホール）＞ 

(千円) 

49,667 48,540 47,862 

10,840 

22,144 20,773 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

28年度 29年度 30年度 

利用料収入 

指定管理料 

※ 各年度の入場料収入は練馬文化センターの入場料収入として計上 

※ 各年度末（3月31日）時点の職員数 
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7.５ 
施設情報 
ー 練馬文化センター／大泉学園ホール 

＜利用者満足度（大泉学園ホール）＞ 「満足」と回答した人の割合 

(％) 

※ 平成28・29年度は4月から翌年2月まで、30年度は4月から翌年3月までの調査結果 

＜利用者満足度（練馬文化センター）＞ 「満足」と回答した人の割合 

(％) 

※ 平成28・29年度は4月から翌年2月まで、30年度は4月から翌年3月までの調査結果 

77.4  

80.2  

82.8  

97.6  
96.6  97.4  

74.7  75.0  

79.8  

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

28年度 29年度 30年度 

職員の接遇 公演内容 施設の設備 

87.2  

92.0  91.3  88.1  

95.2  
94.0  

84.5  

87.8  
86.7  

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

28年度 29年度 30年度 

職員の接遇 公演内容 施設の設備 
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7.５ 
施設情報 
ー 練馬文化センター／大泉学園ホール 

＜クラシックコンサート事業における満足度＞ 

(％) 

79.9  

84.0  

77.0  

80.9  

83.0  

83.0  

90.4  91.0  

96.0  

70.0

75.0

80.0

85.0

90.0

95.0

100.0

28年度 29年度 30年度 

文化センター大ホール 文化センター小ホール 大泉学園ホール 

＜ホール稼働率＞ 

(％) 

89.1  

93.9  94.2  

82.0

84.0

86.0

88.0

90.0

92.0

94.0

96.0

98.0

100.0

28年度 29年度 30年度 

クラシックコンサート事業における満足度 
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7.６ 

138,683 

83,498 

103,778 102,592 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

27年度 28年度 29年度 30年度 

＜来館者数＞ 

＜収入内訳＞ 

施設情報 
ー 美術館 

(人) 

(千円) 

170,827 172,157 
176,400 

182,151 

45,853 

14,195 

24,029 

24,348 

14,896 

9,377 

13,843 

11,718 

997 

1,222 

1,488 
1,484 

150 

150 

1,386 2,696 

150,000

170,000

190,000

210,000

230,000

250,000

27年度 28年度 29年度 30年度 

その他収入 

利用料収入 

諸収入 

入場料収入 

指定管理料 
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7.６ 

＜利用者満足度＞ 「満足」と回答した人の割合 

＜職員内訳＞ 

施設情報 
ー 美術館 

※ 各年度４月から翌年2月までの調査結果 

(人) 

(％) 

常勤, 10 常勤, 10 
常勤, 11 

常勤, 9 

非常勤, 1 

非常勤, 3 非常勤, 1 

非常勤, 1 

0

2

4

6

8

10

12

14

27年度 28年度 29年度 30年度 

常勤 非常勤 

45.9 

57.6 

65.4 

78.3 

71.1 72.5 

80.8 

95.8 

51.6 

66.8 

69.5 

80.2 

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

27年度 28年度 29年度 30年度 

職員の接遇 事業内容 設備 

※ 各年度末（3月31日）時点の職員数 
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7.６ 

＜美術館 展覧会観覧者数＞ 

施設情報 
ー 美術館 

(人) 

103,616 

36,889 

78,724 

54,558 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

27年度 28年度 29年度 30年度 
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施設情報 
ー 石神井公園ふるさと文化館 

7.７ 

190,123 183,210 
177,271 

201,068 
205,996 

47,153 
36,725 

36,065 

40,968 
49,079 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 

石神井公園ふるさと文化館 石神井ふるさと文化館分室 

＜来館者数＞ 

＜収入内訳＞ 

(人) 

(千円) 

194,564 

215,139 215,319 215,319 
213,519 

871 

1,460 755 
2,671 

1,554 

2,597 

3,999 
2,855 

3,120 

4,654 

471 

615 
613 

853 
1,015 

5 

70 
0 

50 
0 

190,000

200,000

210,000

220,000

230,000

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 

その他収入 

利用料収入 

諸収入 

入場料収入 

指定管理料 
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7.７ 

＜職員内訳＞ 

施設情報 
ー 石神井公園ふるさと文化館 

(人) 

＜利用者満足度＞ 「満足」と回答した人の割合 

(％) 

常勤, 11  
常勤, 12  

常勤, 11  常勤, 11  

常勤, 9  

非常勤, 3  

非常勤, 5  

非常勤, 4  非常勤, 4  

非常勤, 5  

人材派遣, 1  人材派遣, 1  
人材派遣, 2  

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 

常勤 非常勤 人材派遣 

92.7 92.8 93.0  92.4  

96.2  

97.6 97.9 

88.7  
86.0  

91.7  

94.5 94.2 

96.0  
95.0  

95.7  

75.0

80.0

85.0

90.0

95.0

100.0

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 

職員の接遇 事業内容 設備 

※ 平成26年度は7月から翌年1月まで、27年度は28年1月から3月まで、28年度以降は10月から12月までの調査結果 

※ 各年度末（3月31日）時点の職員数（分室含む） 
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7.７ 

＜石神井公園ふるさと文化館 展覧会観覧者数＞ 

＜石神井公園ふるさと文化館（分室） 展覧会観覧者数／音楽・オーディオ事業参加者数＞ 

6,944 10,926 

6,509 

21,644 

9,866 

5,940 

13,199 

13,736 

6,537 

15,803 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 

特別展 企画展 

12,987 
15,305 

21,548 

23,495 

33,354 

15,367 
16,580 

14,684 

20,610 

3,378 

2,794 2,197 

2,209 2,277 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 

特別展 企画展 音楽・オーディオ関連事業 

施設情報 
ー 石神井公園ふるさと文化館 

(人) 

(人) 

※ 特別展 ・・・ 区の歴史などのほか幅広い視野からテーマを設定した有料の展覧会 

※ 企画展 ・・・ 館の収蔵品を広く公開するため、テーマを設定した無料の展覧会 
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